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令和５年 5 月 8 日以降の新型コロナウイルス感染症対応について 

 

新型コロナウイルス感染症は、５月８日から感染症法上の５類感染症に移行するとと

もに、政府の基本的対処方針や対策本部等は廃止されることとなります。これを受け、本

学においても「新型コロナウイルス発生時の対応マニュアル」及び「危機管理対策本部」

を廃止し、学生・教職員の皆様の活動形態は、コロナ禍前に戻すことを基本とします。 

また、学生・教職員の皆様が新型コロナウイルスに感染した場合の療養方法等につい

ては、各自、医療機関等の指示に従うとともに、以下の厚生労働省作成のＱ＆Ａ等を参照

ください。本学の保健管理センターへの感染報告は不要です。 

 なお、今後、新型コロナウイルス感染症による感染が急激に拡大するなど、著しい状況

の変化があった場合は、改めて対応等についてお知らせいたします。 

 

参考： 

○感染症法上の位置づけ変更後の療養に関する Q&A（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001087453.pdf 

○令和５年５月８日から何が変わるの？新型コロナウイルス感染症（北海道庁） 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/coronadouminno.html 

○新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等につ

いて（令和 5 年 4 月 14 日厚生労働省事務連絡） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001087473.pdf 

○令和５年５月８日以降の大学等における新型コロナウイルス感染症対策について（周

知）（令和 5 年 4 月 28 日文部科学省事務連絡） 

https://www.mext.go.jp/content/20230428-mxt_kouhou01-

000004520_3.pdf 

 


